
橋本市民病院連携登録医制度運用細則 

（登録手続き） 

第１条 連携登録医（以下「登録医」という）を希望する医師は、連携登録医申請書（別紙１）、 

連携登録医確認票（別紙２）及び個人情報保護に関する誓約書（別紙３）に必要事項を記入し、 

地域医療連携室に提出する。 

２ 有効期間については、有効期間終了の年度末までとする。ただし、期間満了までに退会の申し出がない 

場合は、１年ごとの自動更新となる。  

３ 登録料は無料とする。 

４ 登録後、１週間以内を目途に連携登録医証及びＩＤを発行する。 

（登録医からの患者紹介） 

第２条 登録医は、患者紹介に際しては専用予約申し込み書をＦＡＸし新患外来予約をする。 

２ 紹介患者は、総合受付に紹介状及び、予約通知書を提出する。 

３ 時間外診療に関しては､救急外来受付に提出する。なお、この時は、登録医は可能な限り救急担当医に 

電話等で予め連絡をする。  

（紹介を受けた当院の対応）  

第３条 紹介状に対する返書は必ず書くこととする。また、当院での診療が長期にわたる場合は、 

経過報告書を記載し情報の共有に務める。 

２ 紹介された患者は、当院における必要な治療が終わり次第、紹介元へ転医させることを原則とする。 

（登録医の病院訪問） 

第４条 患者訪問あるいは、主治医との意見交換などについて、予め関係者に対しての連絡を必要とし、 

その連絡窓口は、日時調整も含めて地域医療連携室が担当する。 

２ 登録医が来院した際には、地域医療連携室において、登録医訪問記録簿に記入する。 

３ 主治医との意見交換の場として各病棟の相談室を使用する。当院への立ち入りについては「会則」第６条に 

従う。なお、在院中においては各自が持参した白衣を着用するものとする。 

４ 来院時間は、原則として病院の診療日の午後１時から午後４時までとする。ただし、特別の事情がある 

場合はこの限りではない。 

５ 退出時には地域連携室において、退出の手続きを行うこととする。 

６ 来院時の駐車料は無料とする。退出時に救急入り口横の防災センターへ駐車券を持参し、無料出庫の 

手続きを行うものとする。 

（診療報酬） 

第５条 当院においては現在、開放型病床を有しない為、診療報酬上は請求不可であり無償である。 

（登録医の症例検討会等への参加） 

第６条 地域医療連携室より、登録医に直接案内を行うこととする。 

２ その他処々の問い合わせ窓口は、地域医療連携室が担当する。 

（地域医療連携室 連絡先） 

電話番号    ０７３６－３４－６１１６ 

ＦＡＸ番号  ０７３６－３４－６１１７ 

 

 附則 この会則は平成２９年１０月１日より施行する。  


